
武雄労働基準監督署からのお願い

はしご・脚立の適正利用について

クリスマス、お正月等のイベントに伴い、店舗や事務所の飾りつけを行うため、
はしご・脚立を利用する機会が増えると考えられます。
はしご・脚立による労働災害を防止するため、業種を問わず、以下のチェックリ

ストを用いて作業開始前に点検を実施するようお願いします。

Q 左の画像の作業方法は、脚立を使用す
るうえで不適切な点があります。どのよう
なことでしょう？
（回答例は右下）

はしご 脚立

👈はしご・脚立の安全対策に
ついての詳細はこちら
（佐賀労働局ホームページ）

回答例
・保護帽（ヘルメット）を着用していない。
・脚立の天板に乗っている。
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